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 【開会=午前１１時５０分】 

 

ただいまから産業建設委員会を開会いたします。 

本日の委員会に議員の他、傍聴の申し出があります。委員

長においてこれを許可してしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

 

（異議なし） 

 

本委員会に付託されました議案については、お手元に配付

した通りであります。既に説明が終わっておりますので、直

ちに質疑に入ります。その前に委員長からお願いしておきま

す。委員及び執行部におかれましては、簡潔明瞭な質疑、答

弁をお願いします。また、執行部におかれましては、発言す

る前には挙手、職名を発言の上、委員長の許可を得てから行

うようにお願いいたします。 

それでは最初に、「議第７２号 字の区域及び名称の変更に

ついて」を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

（発言なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論のある方はご発言願います。 

 

（発言なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第７２号は原案の通り可決することに

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第７２号は原案の通り可決すること

に決しました。 

次に、議第７７号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

議案書７２ページ、議第７７号 令和５年度羽島市水道事業

会計補正予算（第２号）からお伺いいたします。資本的支出

１款 1 項１目配水施設管理費の工事請負費の補正予算額７８
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４０万円について、詳細についてお聞かせください。 

 

お答えします。内訳としましては、建物の新築等による水

道の引き込み申請で必要となる配水管の延長工事が増大した

ため、延長工事費で約６８００万円、下水道管渠の布設に伴

う水道管の布設替え工事が増加したため、布設替え工事費で

約１０００万円。また、工事費が近年の物価上昇に伴い、人

件費や材料費が高騰していることも不足した要因となってお

ります。以上です。 

 

その他ございませんか。 

 

（発言なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論のある方はご発言願います。 

 

（発言なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第７７号は原案の通り可決することに

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第７７号は原案の通り可決すること

に決しました。 

次に、請第７号を議題といたします。同請願については、

既に紹介、説明が終わっておりますので、直ちに審査に入り

ます。意見のある方はご発言を願います。 

 

（発言なし） 

 

続いて、討論を行います。討論のある方はご発言願います。 

 

私からは請第７号につき、採択に反対の立場で討論させて

いただきます。まず、濃尾大花火の主催団体は羽島商工会議

所会頭を長とする羽島市花火大会実行委員会です。大会事業

の基本方針や内容、運営に関する事項は全て同実行委員会に

おいて審議、決議されており、同請願文書が産業建設委員会

に付託されること自体が正しくないと考えております。また、
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濃尾大花火の撤廃は、請願文書の通り、会場の混雑状況や事

故の懸念、安全対策に係る費用の増大などの事情を総合的に

勘案した結果、羽島市花火大会実行委員会において、これ以

上の継続は難しいとの結論に至り、一宮市側の主催団体に対

して申し入れを行ったと聞き及んでおります。請願文書に記

載の岐阜長良川花火大会、おがせ池夏まつり花火大会、大垣

花火大会の主な運営主体は、中日新聞や岐阜新聞及び岐阜放

送などの民間事業者であり、民間活力を生かして大会を運営

しております。具体的には、岐阜長良川花火大会は、岐阜長

良川花火大会実行委員会によって意思決定され、主な運営主

体は中日新聞社と岐阜新聞社でございます。おがせ池夏まつ

り花火大会は、おがせ池夏まつり実行委員会で意思決定され、

主な運営主体は岐阜新聞社と岐阜放送でございます。最後の

大垣花火大会の主な運営主体はおがせ池夏まつり花火大会と

同様に、岐阜新聞社と岐阜放送でございます。このように、

請願文書に記載された各花火大会は全て民間活力を活用し、

開催されているのが現状であり、市が運営主体にはなってお

りません。また、お隣の笠松町で開催されております。かさ

まつまちづくりイベント実行委員会主催の笠松川まつりにお

いても、雑踏事故のリスクや警備体制の問題及び多額のイベ

ント開催費等を理由に今年度中止となっている現状でござい

ます。以上のことから、本請願文書の採択に反対いたします。 

 

私は請第７号に賛成の立場から討論いたします。今、岐阜

長良川花火大会とか大垣花火大会、このような花火大会が４

年ぶりに開催されております。そして、どの花火大会も大盛

況というような状況でございます。そして、羽島市の花火大

会につきましては、今、発言がありましたように、実行委員

会の方が共催から撤退し、大会運営を終了することを正式に

決定いたしましたと、こういうようにしてきております。羽

島市の濃尾大花火につきましても、実行委員会、そして、羽

島市というような形でもって羽島市も絡んでおりますが、特

に実行委員会ということでございます。そして、羽島市の商

工観光課等も関わっております。そんな意味で、羽島市と実

行委員会が同じように関わっているというところで羽島市に

対して、一宮市の市長も羽島市役所を訪れて、そして、羽島

市長に再開の申し入れをされているというように聞いており

ます。そして、打ち上げ場所につきましても、一宮市単独で

開催しますがというところで、だけど、羽島市側の打ち上げ

場所もということで申し入れがなされております。そんな意

味で、羽島市が実行委員会というような開催ということでご
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ざいますが、羽島市がかなり関わってきていると、だから羽

島市に対して一宮市側が市長をはじめ、羽島市側に申し入れ

ているということであります。そんな意味で、羽島市の立場

といたしましては、このように羽島市も絡んでいるというと

ころで、決定権があるというところでの申し入れであります

ので、これも羽島市も実行委員会と同時に再開に向けて取り

組んでいくべきものと考えておりますので、私としましては、

この請願に対して賛成の討論といたします。よろしくお願い

いたします。 

 

請第７号 「濃尾大花火（一宮市・羽島市市民花火大会）」

の再開を求める請願に反対の立場から討論させていただきま

す。これまで市内外の皆さんから好評を得て、多くの来場者

が集う盛大なイベントでした。しかし、近年の安全確保にお

ける観覧者の滞留や花火の燃え殻対策など、いくつもの課題

がありました。主催者である羽島市花火大会実行委員会にお

いて、会場の混雑状況や事故の懸念、安全対策に係る費用の

増大などの事情を総合的に勘案した結果、大会を終了するこ

とに至った経緯を明確に示されています。以上により、請第

７号は不採択とすべきと考えます。 

 

請第７号濃尾大花火の再開を求める請願について、賛成の

立場で討論をいたします。先ほどありました、羽島市花火大

会実行委員会がこれを決定されたということでしたが、多く

の実行委員会を見ましても、その行事において、行政、つま

り市とか県、国が関わっておるのが多々あります。この請願

の趣旨の濃尾大花火の再開については、一宮市の理解も感じ

られており、また、羽島市民の中からも、声をこれまでお聞

きをしております。課題がいろいろあるということは認識を

しております。課題があれば、他のイベント、他の行事等を

拝見しても、検討して、変更、縮小とか、または方法論を考

えて、変えられたものも、近年の社会情勢から見受けられま

す。これは前向きに取り組むことによって、こういう市民ぐ

るみのことが、課題解決といいますか、イベント等の前進に

つながるものと思っておりますので、そういうことが望まし

いということから、この請願に賛成をいたします。 

 

その他ありませんか。 

 

（発言なし） 
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討論を終わります。 

採決を行います。請第７号は採択とすることに賛成の委員

の挙手を願います。 

 

（挙手少数） 

 

不採択とすることに賛成の委員の挙手を願います。 

 

（挙手多数） 

 

不採択とすることに賛成の委員の挙手多数であります。よ

って、請第７号は不採決とすべきものと決しました。 

以上で本委員会に付託されました案件の審査は終了いたし

ました。これを持ちまして、産業建設委員会を終了いたしま

す。 

ここで執行部は退席していただいて結構でございます。 

 

（委員会終了＝午後０時０３分） 

 

（協議会開始＝午後０時０４分） 

 

続いて、協議会を開催いたします。産業建設委員会の行政

視察について確認し、報告します。当委員会の行政視察は、

レンコン生産と消費の取り組みについて、農業の大規模化と

スマート農業の取り組みについて、観光まちづくりの取り組

みについて、狭あい道路の整備についてで、日程は１０月３

０日から１１月１日にかけ、茨城県土浦市、稲敷市、千葉県

香取市及び神奈川県秦野市で調整し、実施することといたし

ます。視察実施にあたり、令和５年７月３日に開催されまし

た正副委員長会議におきまして、議長より行政視察は地方自

治法、会議規則の他、議員活動に関する申し合わせ事項第２

０から行政視察についての確認事項により、公費にて行う委

員会の調査活動にあることを理解していただくよう伝達があ

りました。委員におかれましては、ご理解の上臨まれますよ

うお願いをします。 

 

確認を含めてまず一点ですが、時節柄の服装ですけど、新

しい河﨑委員もみえますし、私どももここ数年やっておりま

せんので、確認の意味で、この３日間の服装について、ご提

示というか、お教えください。これが一点目です。 
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議会総務課課

長補佐 
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豊島委員 
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山田委員長 

行政視察に関する申し合わせ事項におきましては、視察に

当たって、事前に勉強会を開催することとなっておりますの

で、その際、併せてお話させていただきたいと思います。 

 

ということでご理解を賜りたいと思います。 

 

もう一点ですが、今日、視察行程をということで拝見しま

して、ありがとうございます。まだ熟読、全然しておりませ

んが、一点だけ、初日の土浦ですけど、これはレンコンの生

産量と、またレンコンということで、羽島市とも縁がありま

す。１１月中ですが、日本のレンコンの日を制定された土浦

ですので、その日ではないですけど、ぜひ昼食か、夕食まで

は言いませんが、お昼にレンコン関連の昼食会場を選ばれる

ことを事務局に希望を申し上げておきます。以上です。 

 

その他ございませんか。 

 

（発言なし） 

 

それでは、これをもちまして産業建設委員会協議会を終了

いたします。なお、委員会報告についてはご一任願います。

本日はどうもご苦労さまでございました。 

 

【協議会終了＝午後０時０９分】 

 


